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   山本せいご　の　議会だより
２０１２年４月１1日発行

後援会　第０２７号　(24-03)

精華町議会議員

　　　　    　　　 小・中学校の普通教室へのエアコン設置

　　　　　普通教室のエアコン設置について、私(山本)を紹介議員としてPTA代表より請願が提出

　　　　　され全議員の賛意を得て採択した。町の対応を求める。

　　　　　(1)請願採択されたことを受け行政はどう対応するのか。
　　　　　　(2)設置の見通しと時期はいつか。

　　　　　　(3)全校一斉設置が望ましいが、財源措置によっては環境劣悪のところから設置する考えはあるか。

　　　　　　　　　　　入札･契約業務の情報公開について

山本せいごの一般質問　（平成2４年３月議会）

　●談合を無くすためには職員の教育が重要といえる。危機管理として対応策については町職員
　　全体が知っておく必要がある。
　　公務員法違反は法的処罰の対象であり､疑惑のもたれない公正な入札を行っていただきたい。

■平成24年3月1日～3月29日第1回定例会が開催されました。
　　山本議員の一般質問を通じて、議会活動報告をいたします。
　　なお、委員会などのトピックスは、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの｢山本せいご議会だより｣でご覧になれます。

●ドライミストの効果は、1～２℃程度、直射日光が当たる場所はさらに効果が薄い。といわ
　れている。検証結果のデータを公開をするようにしていただきたい。
●学校教育環境の観点から、エアコンの設置に鋭意努力していただきたい。

　　　　　入札･契約業務の透明性向上のために、インターネットでの情報公開や電子入札の導入

　　　　　が必要である。新聞報道の談合疑惑などの事案が発生しないよう透明性を高めることが必要。

　　　　　(1)現在の電子入札、入札情報の公開はどこまで進んだか。
　　　　　　(2)入札登録業者の資格とか、会社の情報等について公開しているか。

　　　　　　(3)談合対策はどのようにしているか。また職員の教育はどうしているか。

(1)国の方針により、耐震工事を最優先することとなった。
　　財政上、普通教室のエアコン設置は耐震化工事の完了後となる。
　　緊急措置としてドライミストの設置をおこなう。　(支援教室については、エアコンを先行設置する。）
　＊耐震工事：①精華中学校の校舎②山田荘小学校の屋内運動場③精華南中学校の屋内運動場

(2)エアコン設置は、平成27年度までにすべての小･中学校の耐震化完了の目途が立ち次第できるだけ
　　早い時期に取り組む。

(3)まず、ドライミストの効果や課題の検証をする。その中で劣悪な結果が出たときは改善策を検討する。

(3)談合については、談合情報に対するマニュアルを定めている。現在マニュアルの改正を進めている。
　　職員には、適正な契約がおこなわれるよう指導すると共に、談合情報の的確な事務処理おこなえる
　　よう指導していきたい。

(1)電子入札は、２３年度は3,000万円以上の入札を対象に１件実施。
　　　２４年度は1,000万円以上の建設工事を対象に拡大していく。
　・入札情報の公開は、入札の結果及び経過など及び公共工事の発注の見通しの公表は、調書の閲覧
　　及びホームページへの掲載により公開し、土木工事等の標準積算基準は閲覧にて公表している。

(2)入札登録業者の資格については、役場の開庁時間内で閲覧方式にて公表している。



　議会だより　（つづき）

　　　（２）

         山本せいご後援会事務所　　　    ：   TEL/FAX 　 0774-95-6288
               精華町大字南稲八妻小字門口７１　　 ：    Eメール　   seigo722@balloon.ne.jp
                           　　　　　　　　　　　　　　　 　 ：　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　 http://www.balloon.ne.jp/seigo722/

①山手幹線南進は、ここ数年で地権者に判断いただくべく、組合施行による業務代行方式で
　　土地区画整理事業を視野に入れ計画案を検討している。

②谷川は、九百石川1号雨水排水路としての整備計画のなかで現在下流域の菅井雨水路を
　　整備中です。
　　下流域の目途がついたら、山手幹線西側を順次進めてく考えで京都府と協議中です。

③避難情報の伝達は、精華町の災害時要配慮者に登録された方を対象に支援体制作りをしている。
　・避難経路については町防災訓練で、地域自立支援協議会の住民参画会議とNPO無限園の協力で
　　避難経路の確認をした。
　・今後は、障害者やその支援者に防災訓練の参加を実施し、避難経路の確認、課題の検証と
　　関係者に情報を発信していく。
　・また地域にも情報の発信をしていき、地域ぐるみの支援や防災意識の向上に努める。
　・災害時要配慮者の個人情報は、民生児童委員に限り一定情報を行政と共有することとなっている。
　　町は、民生児童委員と協働していく。災害時要配慮者登録制度に登録いただきたい。

　　　　　　①山手幹線南進の現状はどうなっているか。
　　　　　　　 ②谷川･山手幹線西側の改修工事について。
　　　　　　  ③視覚、聴覚、肢体、知的障害者の災害時における避難経路避難情報の伝達径路
　　　　　　　　の検討の結果について。

 ＜議会一般質問報告　以　上＞

●山手幹線南進は、町が間に立ってひとつずつ課題をクリアし、前に進めてほしい。
●谷川の山手幹線西側は、大きな雨ですぐにあふれ民家の庭先に水がはいる。
　　安全・安心して住める町づくりからも充分対応していただきたい。
●避難経路の問題の中で、地域防災組織が立ち上がり、民生児童委員・自治会と協力
　　しながら地域社会が一緒になって考え、災害弱者を救う仕組みとして個人情報の一定
　　公開が必要と考える。

員

。

　　　　　　　　　      過去の質問の経過と進捗について

●1月にお届けいたしましたアンケート用紙がまだお手元にございましたら、ご記入のうえ
　　ご返送いただきますようお願いいたします。

　アンケート用紙・ご返送のお願い

　　　学研都市病院前に
　　　　　くるりんバス停設置の請願！
　障害者･高齢者など交通弱者の切なる願いの
くるりんバス停の設置に、地域住民の思いをうけ
紹介議員となり、参考人として建設常任委員会
に出席し意見を述べました。

私は採決されることを強く望んでいました。
審議の結果、採決との意見もありましたが、残念
ながら継続審議となりました。

ト　ピ ッ ク ス （委員会審議)

　　　　談合疑惑に関し、
　　　　　　監査委員から数点の指摘！
　藤原氏の監査請求の監査結果の中で監査
委員より数点の指摘がありました。
　これらをうけ、議員として3月27日開催の議
会運営委員会で、議会として疑惑解明に特別
委員会で審議することを求めました。

審議の結果、所管の委員会で継続審議する
ことになり、その結果によって調査権の発動で
きる体制をとることが決まりました。


